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利
子
補
給
金
限
度
額

年
利
２
．
０
％
に
相
当
す
る
額
（
毎
月
の
融

資
残
高
よ
り
算
出
す
る
）

利
子
補
給
対
象
融
資
限
度
額

・
住
宅
復
旧
の
み
：
６
４
０
万
円

・
宅
地
復
旧
の
み
：
３
９
０
万
円

・
住
宅
復
旧
及
び
宅
地
復
旧
：
１
，
０
３
０
万
円

利
子
補
給
期
間

利
子
の
支
払
い
開
始
日
か
ら
５
年
以
内
（
た

だ
し
、
無
利
子
期
間
・
利
子
支
払
猶
予
期
間

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
含
め
た
５
年

以
内
）

交
付
時
期　

毎
年
１
回
（
２
月
予
定
）

対
　
　
象

・
り
災
証
明
書
で
大
規
模
半
壊
、
半
壊
も
し
く

は
一
部
損
壊
と
証
明
さ
れ
た
被
災
住
宅
又
は

復
旧
を
必
要
と
す
る
被
災
宅
地
を
所
有
す
る

方
。（
被
災
住
宅
を
解
体
し
て
、
被
災
者
生

活
再
建
支
援
金
を
受
給
す
る
方
を
除
く
。）

・
市
内
の
被
災
住
宅
の
補
修
、
建
設
も
し
く
は

購
入
及
び
被
災
宅
地
の
復
旧
を
行
う
方
。

・
住
宅
復
興
資
金
と
し
て
、
住
宅
金
融
支
援
機

構
、民
間
金
融
機
関
か
ら
貸
付
を
受
け
た
方
。

・
市
税
及
び
税
外
収
入
金
を
滞
納
し
て
い
な
い
方
。

申
込
方
法

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
都

市
建
設
課(

玉
造
庁
舎)

に
提
出
。

申
込
期
間

平
成
24
年
６
月
１
日
（
金
）
～

　
　
　
　
　
　
　

平
成
26
年
３
月
31
日
（
月
）

都
市
計
画
区
域
に
指
定
さ
れ
た
時
点
と
は

　

旧
麻
生
町
…
昭
和
49
年
10
月
31
日

　

旧
北
浦
町
…
平
成
３
年
６
月
１
日

　

旧
玉
造
町
…
平
成
４
年
９
月
１
日

新
築
や
改
築
な
ど
を
行
う
際
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

都 

市 

建 

設 

課　

☎ 

０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

鹿
行
県
民
セ
ン
タ
ー　

☎ 

０
２
９
１
（
３
３
）
４
１
１
３

建
築
指
導
課　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

 

建
築
物
を
建
て
る
敷
地
が
４
ｍ

未
満
の
道
路
に
接
す
る
場
合

　

建
築
物
（
建
物
・
門
・
塀
な
ど
）
を
建
て

る
敷
地
は
、
日
常
の
交
通
は
も
と
よ
り
、
災

害
時
の
避
難
・
緊
急
車
両
の
通
行
の
た
め
、

幅
員
４
ｍ
以
上
の
道
路
に
接
し
て
い
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
都
市
計
画
区
域
に
指
定
さ
れ
た

時
点
よ
り
も
前
に
建
築
物
が
立
ち
並
ん
で
い

る
道
路
は
、幅
員
が
４
ｍ
未
満（
た
だ
し
、１
・

８
ｍ
以
上
は
絶
対
必
要
）
で
あ
っ
て
も
、
建

築
の
際
に
幅
員
４
ｍ
を
確
保
で
き
る
よ
う
に

道
路
境
界
を
敷
地
側
に
後
退
さ
せ
れ
ば
、
建

築
物
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を

『
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
』
と
言
い
ま
す
。

　

ま
た
、道
路
境
界
を
後
退
さ
せ
る
際
に
は
、

道
路
幅
員
が
４
ｍ
確
保
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
既
存
の
塀
や
擁
壁
を
撤
去
・
後
退
さ

せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

火
災
、自
然
災
害
、急
病
な
ど
、何
か
あ
っ

た
と
き
に
「
あ
の
と
き
道
路
を
広
げ
て
お
け

ば
…
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
に
、

そ
し
て
安
全
で
安
心
し
て
快
適
に
暮
ら
せ
る

住
環
境
を
つ
く
る
た
め
、
み
ん
な
で
こ
の
決

ま
り
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

( 例 ) 道路の中心から道路境界を

　　 ２ｍ後退させるイメージ図

建
築
物
を
建
設
さ
れ
る
方
へ

安
全
な
建
築
物
の
最
後
の
仕
上
げ
「
完
了
検
査
」

　

建
築
確
認
を
受
け
た
建
築
物
が
完
成
し

た
際
に
は
、
完
了
検
査
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
検
査
は
、
建
築
物
の
強

度
や
避
難
等
の
基
本
的
な
性
能
が
、
建
築
基

準
法
に
よ
る
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る

か
を
、
法
定
の
機
関
が
現
地
で
検
査
す
る
も

の
で
す
。

　

検
査
を
受
け
る
た
め
に
は
、
工
事
完
了
時

に
、「
完
了
検
査
申
請
書
」
を
鹿
行
県
民
セ

ン
タ
ー
建
築
指
導
課
、
ま
た
は
民
間
の
指
定

確
認
検
査
機
関
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
検
査
後
に
発
行
さ
れ
る
「
検
査
済

証
」
は
、
建
築
物
の
安
全
性
等
が
確
認
さ
れ

た
適
合
建
築
物
の
証
で
あ
り
、
建
築
物
の
売

買
や
融
資
を
受
け
る
際
に
提
示
を
求
め
ら

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

鹿
行
県
民
セ
ン
タ
ー
建
築
指
導
課

　
　
　

☎ 

０
２
９
１
（
３
３
）
４
１
１
３

被
災
住
宅
復
興
支
援
の
た
め
の

　
　
　
　
利
子
補
給
制
度
に
つ
い
て

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
　
　

☎ 

０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
住

宅
等
を
復
興
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
借

入
れ
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
を
復

興
し
た
場
合
に
借
入
資
金
の
支
払
い
利
息
の

一
部
を
行
方
市
が
補
給
し
ま
す
。
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指定管理者制度導入施設の評価結果を公表します

　市では、指定管理者が提供するサービスが安全かつ適正な水準で確実に実施されているかを判断するため、利

用者アンケートやヒアリング、実地調査等を基に評価を行い、結果について公表をしています。

◆評価方法
 1 指定管理者評価（アンケート調査及び自己評価）⇒ 2 市評価（ヒアリング及び実地調査）⇒ 3 市公の施設指定

管理者候補者選定委員会評価（最終評価）

◆評価の基準
Ａ（優　良）仕様書及び事業計画書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われた場合

Ｂ（良　好）仕様書及び事業計画書の内容どおりの成果があり、適正な管理運営が行われた場合

Ｃ（課題含）仕様書及び事業計画書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫・努力、改善が必要な場合

Ｄ（要改善）管理運営が適正に行われたとは認められず、大きな改善を要する場合

№ 施設名 指定管理者名
評価結果

評価理由 所管課管理運営
全般

施設の
維持管理

サービスの
維持向上

危機管理
対策

総合
評価

1 霞ヶ浦ふれあいランド ㈶市開発公社 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ

茨城空港での PR 活動や空港からふれあいランドへの誘客
に取り組むなど、行方市の観光拠点としての動線づくり
を実現することができた。しかし、震災の影響に伴う一
時休館により、観光客の動線も変わり、来場者は大幅減
となったが、経費削減等により対応した点は評価できる。

商工観光課

2 観光物産館こいこい
㈱玉造観光物

産センター
Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ

管理運営は概ね良好だが、一部営業時間の短縮等が見ら
れ、市のアンテナショップとしての機能は十分とはいえ
ない。また、震災の影響もあり、来客数が減ったものの、
品揃えの不十分さも見られた。

商工観光課

3
高須崎公園

㈶市開発公社 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ
維持管理が良好で、事業計画書の内容どおり適正な管理
運営が実施されている。

都市建設課高須崎公園体験農場
高須崎交流センター

4 北浦荘 ㈶市開発公社 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ
震災の影響で、休業や利用者の大幅減が見られたものの、
経費削減の努力が伺えた。

商工観光課

5 あそう温泉「白帆の湯」 ㈶市開発公社 Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ
震災の影響で、他の温泉施設が利用できなかった影響も
あり、利用者は若干増えたものの、飲食部門が伸び悩んだ。
今後の施設の有効利用が望まれる。

商工観光課

6 障害者地域活動支援セン
ター「ドリームハウス」

市社会福祉協

議会
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

利用者や保護者との信頼関係が密接であり、信頼関係も
構築されている。また、事業運営も適切に実施され、安心、
安全、快適な施設管理が行われている。

社会福祉課

◆評価結果の活用　評価により明らかになった課題等については、指定管理者に対し、必要な指導を行うとと

もに、対応方法を協議するなど改善措置を実施し、より良い施設管理やサービス向上に努めています。

お問い合わせ　市長公室　秘書課　行政改革推進グループ　℡ 0299-72-0811

《平成 23 年度の評価結果》

第
10
回
た
す
き
で
繋
ぐ

北
浦
一
周
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

鹿
行
県
民
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎ 

０
２
９
１
（
３
３
）
６
０
５
６

○
北
浦
湖
岸
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

鹿
行
大
橋
の
周
辺
約
５
㎞
を
ゴ
ミ
を
拾
い
な

が
ら
歩
く

＊ 

北
浦
を
眺
め
な
が
ら
、
新
し
い
鹿
行
大
橋

や
湖
岸
を
一
緒
に
歩
き
ま
し
ょ
う
。

○
出
前
講
座

北
浦
と
わ
た
し
た
ち
の
水
に
つ
い
て
、
わ
か

り
や
す
く
ご
紹
介

＊ 

北
浦
と
わ
た
し
た
ち
の
水
に
つ
い
て
、
楽

し
く
学
び
ま
し
ょ
う
。
北
浦
が
も
っ
と
身

近
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

期
　
　
日　

９
月
23
日
（
日
）　

時
　
　
間　

午
前
８
時
30
分
～
正
午

応
募
資
格　

小
学
生
以
上
で
５
㎞
の
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
を
完
歩
で
き
る
方

人
　
　
数　

定
員
２
０
０
名

場
　
　
所　

行
方
市
北
浦
庁
舎
構
内

料
　
　
金　

１
０
０
円
（
当
日
徴
収
）

申
込
方
法　

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル

申
込
締
切　

８
月
30
日
（
木
）

＊
荒
天
の
場
合
は
室
内
の
催
し
の
み
実
施

申
込
先

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
２
９
１
‐
３
３
‐
６
０
５
６

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
２
９
１
‐
３
３
‐
５
６
３
８

Ｅ
メ
ー
ル　

rokkose02@
pref.ibaraki.lg.jp
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国
民
健
康
保
険
会
計
の
歳
出
の
約
６
割
を
占
め
る
医
療
費
。
健
全
財
政
運
営

に
は
医
療
費
の
抑
制
が
重
要
課
題
で
す
。
抑
制
す
る
に
は
、
重
症
化
や
慢
性
に

な
ら
な
い
よ
う
に
予
防
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
し
か
し
、
医
療
機
関
へ
受
診

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
は
、
適
正
受
診
で
、
医
療
費
節
約
・
抑
制
に
つ
な
が

り
ま
す
。

そ
の
①
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
・
・
新
薬
（
先
発
医

薬
品
）
に
比
べ
て
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
薬
の
成
分
や
効
果
は
変
わ
ら
な
い

の
に
、
３
～
５
割
も
安
く
な
る
薬
も
あ
り
ま
す
。
長
期
的
に
服
用
す
る
慢
性
的

な
疾
患
は
、
家
計
の
負
担
も
軽
減
さ
れ
ま
す
。
医
師
、
薬
剤
師
に
相
談
し
て
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
②
休
日
や
夜
間
の
受
診
は
緊
急
時
だ
け
に
・
・
時
間

外
加
算
や
割
増
加
算
が
つ
き
ま
す
の
で
、
や
む
得
な
い
場
合
以
外
は
さ
け
て
受

診
く
だ
さ
い
。
そ
の
③
重
複
・
頻
回
受
診
は
控
え
る
・
・
そ
の
④
か
か
り
つ
け

医
を
持
つ
。

そ
し
て
、
接
骨
院
、
整
骨
院
の
か
か
り
方
で
す
。

接
骨
院
、
整
骨
院
に
保
険
で
受
け
ら
れ
る
の
は

外
傷
性
の
け
が
（
ね
ん
ざ
、
打
撲
、
骨
折
な
ど
）

に
限
ら
れ
ま
す
。
ま
た
同
一
の
負
傷
で
医
療
機

関
で
治
療
中
の
も
の
は
保
険
の
適
用
に
は
な
り

ま
せ
ん
。

　

は
り
、
き
ゅ
う
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施
術
は
医

師
の
同
意
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

医
療
費
が
正
し
く
使
わ
れ
な
い
と
家
計
負
担

や
国
保
財
政
を
圧
迫
し
て
し
ま
い
ま
す
。
効
果

的
な
治
療
を
受
け
、
一
人
ひ
と
り
の
心
が
け
で

誰
で
も
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
医
療
制
度
を
堅

持
す
る
た
め
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

シリーズ　国民健康保険

医
療
費
を
抑
え
る
に
は
・
・
・

社
会
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
　
　

☎ 
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

児
童
扶
養
手
当

　
現
況
届
の
お
知
ら
せ

　

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
受
付
に
つ
い

て
、
次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。
現
況
届
を
提

出
し
な
い
と
８
月
分
（
12
月
支
給
分
）
か
ら

の
手
当
が
支
給
に
な
り
ま
せ
ん
。
通
知
は
８

月
20
日
ま
で
に
届
く
予
定
で
す
。
現
況
届
の

用
紙
は
市
役
所
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
手
当
未
申
請
で
児
童
扶
養
手
当
対

象
者
と
思
わ
れ
る
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

提
出
期
間

８
月
20
日
（
月
）
～
８
月
31
日
（
金
）

（
土
曜
を
除
く)

受
付
日
時

○
平　

日

８
時
30
分
～
12
時
・
13
時
～
17
時
15
分

○
夜　

間
【
玉
造
庁
舎
の
み
】

８
月
22
日
（
水
）
17
時
15
分
～
20
時
30
分 

○
休　

日
【
玉
造
庁
舎
の
み
】

８
月
26
日 （
日
）
９
時
～
15
時

（
未
申
告
の
方
は
、
夜
間
と
休
日
受
付
出
来

ま
せ
ん)

提
出
場
所
　

玉
造
庁
舎　

 

社
会
福
祉
課

麻
生
庁
舎 　

総
合
窓
口
室

北
浦
庁
舎 　

総
合
窓
口
室

社
会
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
　
　

☎ 

０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別

障
害
者
手
当
等
の
現
況
届

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
、特
別
障
害
者
手
当
、

障
害
児
福
祉
手
当
及
び
経
過
的
福
祉
手
当
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
毎
年
８
月
に
現
況

届
（
所
得
状
況
及
び
、
現
に
対
象
者
が
在
宅

で
養
育
ま
た
は
介
護
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
の

受
給
資
格
の
確
認
）
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

こ
れ
は
、
引
き
続
き
手
当
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
大
切
な
も
の

で
す
。
忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間

８
月
10
日
（
金
）
～
８
月
24
日
（
金
）

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
土
曜
・
日
曜
を
除
く

提
出
場
所

玉
造
庁
舎　

社
会
福
祉
課

麻
生
庁
舎　

総
合
窓
口
室

北
浦
庁
舎　

総
合
窓
口
室
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税 金 のお知らせのお知らせ

今月の税金
市・県民税　　　第2期

国民健康保険税　第2期

納付期限（口座振替日）は

　　　8月 31日です。

市税の納付は口座振替が便利です

　市税等は口座振替による納付が便利です。納め忘れがなく、金融機関や市

役所窓口に出向く必要もなく、安全かつ便利です。

　手続きは市内の金融機関窓口でできます。口座振替依頼書は、市内の銀行、

信用金庫、農協、郵便局に備えてありますので、手続きの際は預貯金通帳お

よび通帳印鑑をご持参ください。

「納税組合制度は平成24年度をもって終了します」

―　今後の納税は口座振替をお勧めします　―

　納税組合長をはじめとする納税組合員の皆様方には、これまで税務行政の推進にご支援とご協力をいただ

き、また、「地域一体となった税務行政の円滑な運営」や「地域住民の納税意識の高揚」など多大な貢献をい

ただきました。誠にありがとうございました。

　近年は、「個人情報の保護」、「現金を扱う組合長の高負担」や「口座振替・コンビニ収納などの普及」によ

る社会情勢の変化が見え始め、合併当初 438 組合が組織されていたものが、本年度は 98 組合となっています。

このような状況を踏まえ、平成 23 年度・24 年度の納税組合長会議において、「平成 23 年度、24 年度の２年

間を周知期間として平成 24 年度末に納税組合制度を終了する」方針を説明し、いずれの組合長にもご了解を

いただいたところです。

　納税組合制度の歴史は長く、既に解散した組合員の皆様方も含めますと、市民の大多数の皆様にご協力を

いただいた制度です。ここに、ご協力いただいたすべての皆様方に制度終了をお知らせいたします。納税者

の皆様方には、引き続き税務行政に対するご理解とご協力をお願いいたします。

【問い合わせ】収納対策課（麻生庁舎）　℡０２９９－７２－０８１１

　お盆期間中のごみの収集については次のとおりですので注意してください。

８月 13 日（月）

麻生地区の燃えるごみの収集日

※燃えるごみ以外は収集しません

美化センター休業日

８月 14 日（火）

玉造地区の燃えるごみの収集日

※燃えるごみ以外は収集しません

美化センター休業日

８月 15 日（水）

北浦地区の燃えるごみの収集日

※燃えるごみ以外は収集しません

美化センター休業日

８月 16 日（木）
麻生地区の燃えるごみ・有害ごみ・燃えな

いごみの収集日

※ ごみは収集日の朝 8 時までに集積所へ

出してください。

※ お盆前は美化センターが大変込み合い

ます。美化センターへのごみの持ち込

みは早めにお願いします。

8 月 13 日から 8月 16 日までのごみの収集についてのお知らせ

【問い合わせ先】行方市環境美化センター　℡ 0299-72-2413
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65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
額
決

定
通
知
書
お
よ
び
介
護
保
険
料
納
入
通

知
書
を
８
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
平
成
24
年
度
の
住
民
税
額

が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
年
度
の

介
護
保
険
料
を
再
計
算
し
、
決
定
し
た

も
の
で
す
。

　

決
定
さ
れ
た
年
間
保
険
料
か
ら
、
仮

算
定{

（
４
月
：
１
期
）（
６
月
：
２
期
）}

で
の
保
険
料
を
差
し
引
い
た
額
を
月
割

り
計
算
し
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
介
護
給
付
費

の
う
ち
保
険
料
負
担
率
21
％
（
21
年
度

～
23
年
度
ま
で
は
20
％
）
を
必
ず
65
歳

以
上
の
人
の
保
険
料
で
ま
か
な
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
介
護
給

付
費
が
増
加
す
る
こ
と
で
、
介
護
保
険

料
も
高
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
み
な
さ
ん
の
保
険
料

と
公
費
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
介
護

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で
、
介
護
が
必

要
に
な
っ
た
と
き
、
安
心
し
て
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
険
料
の
納
入
方
法

○
特
別
徴
収

　

老
齢
年
金
や
退
職
年
金
な
ど
の
支
給

額
が
年
額
18
万
以
上
の
方
は
、
２
ヵ
月

介
護
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）　

☎ 

０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

介
護
保
険
料
の
本
算
定
の
お
知
ら
せ

ご
と
に
支
払
わ
れ
る
年
金
か
ら
自
動
的

に
２
ヵ
月
分
の
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

○
普
通
徴
収

　

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

（
年
金
額
が
18
万
未
満
の
方
、
年
金
の

種
別
が
老
齢
・
退
職
共
済
・
障
害
・
遺

族
年
金
以
外
の
方
）
は
、
市
か
ら
送
付

す
る
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り

お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

※ 

年
度
途
中
で
転
入
さ
れ
た
方
や
、
65

歳
（
誕
生
日
の
前
日
）
に
到
達
さ
れ

た
方
に
つ
い
て
は
、
特
別
徴
収
者
で

あ
っ
て
も
、
し
ば
ら
く
の
間
は
普
通

徴
収
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
月

＊ 

保
険
料
の
年
額
を
年
６
回
で
納
付
し

ま
す
。

○
仮
算
定
期
間

４
月
（
１
期
）、
６
月
（
２
期
）

○
本
算
定
期
間

８
月
（
３
期
）、
10
月
（
４
期
）、
12
月

（
５
期
）、
翌
２
月
（
６
期
）

【投票日】　平成 24 年８月 26 日（日）

　　　　　午前 7 時から午後 6 時まで

【定　数】選挙区ごとに定められた人数を選挙します。

（定数を超えた選挙区のみ投票を行います。）

【投票できる方】平成 24 年 3 月 31 日に確定した「行

方市農業委員会委員選挙人名簿」に登録されており、

選挙当日に次の要件を満たしている方

①行方市に住所がある

②平成 24 年３月 31 日現在で、満 20 歳以上である。

③ア．10 アール以上の農地を耕作している。

　イ．アと同居の親族又は配偶者で年間概ね 60 日以

　　　上耕作に従事している。

※ 投票できる方には、入場券を８月 20 日に葉書で郵

送します。ただし、無投票となった選挙区の方には

郵送しません。

【投票所】市内 21 ヵ所

（郵送する投票所入場券で指定された投票所）

選挙区 区　域 定　数
第 1 選挙区 麻生地区 ８人
第２選挙区 北浦地区 ８人
第３選挙区 玉造地区 ８人

【期日前投票】投票日に投票所へ行くことができない

方は、期日前投票をご利用ください。

期　間：平成 24 年８月 20 日（月）～８月 25 日（土）

時　間：午前 8 時 30 分～午後 8 時

投票所：第１選挙区（麻生地区）麻生庁舎　ロビー

　　　　第２選挙区（北浦地区）北浦庁舎　第４会議室

　　　　第３選挙区（玉造地区）玉造庁舎　ロビー

　　　　※選挙区ごとに投票所が分かれます。

【開票】平成 24 年８月 26 日（日）午後７時 45 分か

ら北浦庁舎第１会議室で行います。

○立候補を予定している方へ○

◆立候補届出書類事前審査

8 月 8 日（水）午前 9 時～午後 4 時

（12 時から午後 1 時までは除きます。）

麻生保健センター（麻生庁舎隣）

◆立候補届出の受付

８月 19 日（日）午前 8 時 30 分～午後５時

麻生保健センター

【問い合わせ】
行方市選挙管理委員会　℡　0299-72-0811

行方市農業委員会委員一般選挙のお知らせ



NAMEGATA AUG.  20129

行方市の

「人づくり」に向けて
～行方市学校教育プランについて～

　
「
行
政
で
の
人
づ
く
り
」
と
し
て
教
育
委
員

会
の
取
り
組
み
を
シ
リ
ー
ズ
に
て
紹
介
し
て
い

ま
す
。
今
月
は
２
回
目
と
し
て
、
本
年
４
月

か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
「
新
学
校
教
育
プ
ラ
ン

（
２
０
１
２
～
２
０
１
６
）」
を
紹
介
し
ま
す
。

○
学
校
教
育
プ
ラ
ン
と
は

　

市
民
、
学
校
、
行
政
が
協
力
し
て
学
校
教
育

振
興
の
た
め
に
取
り
組
む
施
策
を
示
し
た
も
の

で
す
。
第
１
期
計
画
は
平
成
19
年
度
か
ら
平
成

23
年
度
ま
で
と
し
て
、
本
年
度
か
ら
平
成
28
年

度
の
５
年
間
が
第
２
期
計
画
に
あ
た
り
ま
す
。

最
終
年
度
の
数
値
目
標
を
掲
げ
て
こ
れ
の
実
現

に
向
け
て
年
次
計
画
で
取
り
組
み
を
進

め
ま
す
。
ま
た
、
第
三
者
の
評
価
委
員

に
よ
り
毎
年
、
点
検
・
評
価
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
計
画
を
見
直
し
て
い
き

ま
す
。

○
基
本
方
針

　

３
つ
の
基
本
方
針
に
よ
り
基
本
的
施
策
を
展

開
し
ま
す
。

□
方
針
１　
「
生
き
る
力
」
を
は
ぐ
く
む
学
校
教

育
の
充
実

①
確
か
な
学
力
の
育
成

②
豊
か
な
心
を
は
ぐ
く
む
教
育
の
推
進

③
健
康
や
体
力
を
は
ぐ
く
む
教
育
の
推
進

④
社
会
の
変
化
に
適
切
に
対
応
で
き
る
教
育
の
推
進

⑤
特
別
支
援
教
育
の
推
進

□
方
針
２　
「
通
い
た
い
学
校
・
通
わ
せ
た
い
学

校
・
誇
り
に
思
う
学
校
」
づ
く
り
の
推
進

①
教
師
力
の
向
上

②
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
の
推
進

③
学
校
教
育
環
境
の
整
備

④
小
中
一
貫
教
育
及
び
幼
小
中
連
携
の
推
進

⑤
学
校
の
危
機
管
理
体
制
の
確
立

□
方
針
３　

家
庭
と
地
域
の
連
携
・
協
力
の
推
進

①
幼
児
児
童
生
徒
の
望
ま
し
い
生
活
習
慣
の
確
立

②
学
校
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
推
進

③
地
域
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
安
全
確
保

○
主
要
事
業

①
学
力
向
上
対
策
委
員
会
の
設
置
（
引
き
続
き

委
員
会
を
設
置
し
て
学
力
テ
ス
ト
等
を
分
析
し

て
今
後
の
指
導
方
法
や
学
習
意
欲
の
向
上
へ
取

り
組
み
ま
す
。）

②
個
に
応
じ
た
指
導
の
充
実
（
少
人
数
指
導
や

習
熟
度
別
学
習
、
非
常
勤
講
師
、
外
国
語
指
導

助
手
な
ど
を
活
用
し
ま
す
。）

③
読
書
活
動
の
充
実
（
家
庭
、
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
連
携
し
て
読
書
活
動
を
充
実
し
ま
す
。
図
書

館
か
ら
学
校
へ
の
図
書
の
配
本
を
行
い
ま
す
。）

④
生
活
習
慣
の
改
善
（「
早
寝
・
早
起
き
・
朝
ご

は
ん
」「
ノ
ー
・
テ
レ
ビ
・
デ
ー
」「
あ
い
さ
つ
運
動
」

な
ど
に
取
り
組
み
ま
す
。）

⑤
「
相
談
室
ポ
プ
ラ
」
の
充
実
（
適
応
指
導
教

室
の
周
知
を
図
り
、
幼
児
児
童
生
徒
及
び
保
護

者
、
教
職
員
の
相
談
に
対
応
し
ま
す
。）

⑥
生
徒
指
導
の
充
実
（
相
談
室
ポ
プ
ラ
、
子
育

て
支
援
室
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
連

携
に
よ
り
不
登
校
児
童
生
徒
数
の
減
少
を
図
り

ま
す
。
問
題
行
動
に
対
し
て
は
、
学
校
と
関
係

機
関
と
の
連
携
に
よ
り

速
や
か
に
対
応
し
ま

す
。）

⑦
幼
小
中
連
携
教
育
の

推
進
（
幼
小
間
の
交
流

を
進
め
ま
す
。
小
中
間

で
は
連
携
型
に
よ
る
一

貫
教
育
を
進
め
ま
す
。）

指　標　項　目 校種 目標値

「授業がわかる」と感じている児童
生徒の割合

小 95％

中 85％

県学力診断のためのテストで平均
正答率を超える児童生徒の割合

小 55％

中 55％

学校の授業時間以外に、月曜日か
ら金曜日で、勉強する児童生徒の
割合

小 60％

中 65％

「学校が楽しい」と感じている児童
生徒の割合

小 95％

中 95％

年間 50 冊以上（中学校では 30 冊
以上）の本を読んだ児童生徒の割
合

小 60％

中 40％

県体力テストにおいて、Ａ判定及
びＢ判定の児童生徒の割合

小 65％

中 67.5％

月曜日から金曜日、テレビやビデ
オ、DVD をみたり聞いたり、 また、
テレビゲームをしている時間が 1
日２時間以下の児童生徒の割合

小 55％

中 50％

不登校発生率
小 0.18％

以下

中 1.75％
以下 小学校での外国語指導助手事業

ー目標数値ー ( 平成 28 年度　最終目標）
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